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第４回米子市行政改革推進委員会における主な質疑・意見と検討事項の調整結果 
 
主な質疑・意見等 答弁、答弁の補足、処理方針、検討事項等 
【報告】 
資料４－１第３回米子市行政改革推進委員会における主な質疑・意見と検討事項の調整結果 
【質問】 
５ページに掲げられた見解は、市民参画の

根幹に触れるような内容ではないか。 
課題設定、立案、政策決定、実施、政策評

価という政策の過程を考えると、 
市役所は、策定からやっているが、策定の

前に市民の声を集めたほうがいいのではな

いかというのが私の意見である。 
この回答では、百人委員会なども、あたか

も否定されているような印象を受ける。 
間接民主主義ということを別に私は否定

しているわけではない。 
議会があるからそういうような場を設け

る必要はないではないかというような捉え

方がしてあるのは疑問に思う。 
それから、「有識者不在の委員会において

は、場合によっては、結論が二転三転する可

能性」ということを書いてあるが、それなら

公募委員が入ることは、かえって阻害するこ

とになるのか。 
むしろ、いろんな意見をたたかわせる。そ

の中でお互いに、それぞれの違いをはっきり

認識する。あるいは、そこで討論して、だん

だんいい結論にもっていく。 
これは、時間はかかるかもしれないが、こ

れが一番大事なことではないかと思う。 
こういったことを、二転三転するというこ

とでこれを否定されている。有識者だけでい

いんだというわけではないが、そういう捉え

かたがしてある。その点について疑問に思っ

ている。 

【答弁内容】 
 従来、【調整結果】として掲載してきたが、今回、

充分な調整ができないところがあり、未調整のま

まの意見を【見解】として掲載した。 
 前回の議論の流れで、誰でも参加できる自由な

討論の場ということであったと思うが、それと行

政とのかかわり方が充分に理解できず、議会との

関係などがどのようになるのか、悩みながら、こ

のような書き方になった。 
 いろいろな意見を聞くことは大切と考えてお

り、市民の意見をないがしろにするということで

はない。 
 また、委員についても、市民からの公募委員を

拡大させる方針であり、公募委員を否定する趣旨

ではない。 
 意見をいただいたので、再度、調整して、最終

的なものを出したい。 
【調整結果(案)】 
 前回の【見解】を取下げ、次のとおりの調整結

果とする。 
 
「 【調整結果】 

市民参画を拡大していくための各種 
   の方策については、市民参画推進指針 
   等をもとに推進するとともに、より有 
   効な対策を今後とも研究していきたい。 

                  」 

【意見】 
パブリックコメントのシステム化という

横文字が書いてあるが、なるべく、横文字は

やめていただきたい。 
要するに市民の意見を個別の課題ごとに

出していただきそれを整理していくという

ようなことを要綱できちんと書くのがいい

のではないか。 
パブリックコメントの制度化、システム化

では、よく分からない。  
 

【答弁内容】 
もともとの概念や考え方が外国から入ってきた

ものについては、カタカナを使っている。これに

変わる適当なわかりやすい日本語があればかえて

いきたい。 
また、制度化というのは、他都市では制度化し

ていて、米子市でも検討していこうということで

す。 
 

資料４－１－ア、４－１－イ、４－１－ウ 人件費関連資料 
【質問】 
資料４－１－ウで、鳥取市との比較だが、職

員数の中で教育関係の職員数が、鳥取市は極

【答弁内容】 
鳥取市の場合は給食調理員について、給食会と

いったものをつくっており、職員数から除外され



 2 

端に少ない。これは、何か特殊な事情がある

のか。 
ていると聞いている。また、各学校について鳥取

市と比較した場合、米子市の場合は、各小学校に

学校主事をおいているので、その差がここに現れ

ているのではないかと思う。 
【要望】 
自治体の職員が他の自治体と比較してど

のようによく働いているかということに焦

点をあてた数値や資料を作って公表してい

ただきたい。 

≪調整結果(案)≫ 
 地方自治体の自治事務の内容や制度は、一律で

はなく、米子市独自に各市の行政全体を細部にわ

たって調査、比較することは困難であるため、総

務省の比較指標によって比較している。 
【質問】 
現在、米子市の臨時職員は何人か。 

【答弁内容】 
常勤と非常勤があるが、全体で５００人近くに

なる 
【質問】 
職員数の類似団体の比較では、米子市は、

類似団体の平均より少ないが、臨時職員まで

含めて比較するとどうなるか。 

【答弁内容】 
臨時職員を含めた比較数値は持っていない。 
 

【意見・要望】 
他都市と比較して、正規職員数がこれだけ

では足らないということなら当然臨時職員

を採用していると思うが、臨時職員について

は、きちんと基準を設けて効率的に採用され

たい。  

【答弁内容】 
正職員については条例定数があるので、その範

囲の中でしか雇用できない。 
地方分権に伴う権限委譲で業務量は拡大しても

職員数の確保はできないため、専門職の部分、指

導員や相談員を非常勤職員でお願いしている。 
なお、一部事務補助的な非常勤職員や臨時職員

は事務の見直しにより、極力減らしていきたい。

【意見・要望】 
人口１３万人から１８万人の都市は、ほか

にもあるのではないか。 
 

【答弁内容】 
類似団体は、人口規模と産業構造で類型化され

ている。米子市は、人口が１３万人から１８万人

で、第２次産業第３次産業の就業人口の割合が８

５％から９０％のグループなっており、農村地帯

ではなくある程度サービス産業が多い都市の類型

に入っている。このため、７都市や８都市での比

較になる。 
【意見・要望】 
民間企業では、給与総額で比較する場合が

多い。 
市民１万人あたりの職員数ではなく、総人

件費が、市民１万人あたりいくらかといった

比較がほしい。 

≪調整結果(案)≫ 
人件費の比較資料を提出します。 
(別紙資料５－１－ア) 
 
 
 

資料４－１－エ 法令外負担金・補助金の資料について 
【質問】 
決算額での資料となっているが、予算段階

での資料は出せないか。 
 

【答弁内容】 
予算がなければ支出できないので、予算額は、

この資料とほぼ同額になる。 

【質問】 
公衆浴場確保対策補助金とは、どのような

内容か。 
 
 

【答弁内容】 
地域住民の公衆衛生を確保する目的で、４事業

所に対して年額５６万円を、経営安定のために補

助している。県のほうからも一部負担がある。 
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【質問】 
納税貯蓄組合連合会や納税貯蓄組合の補

助金について、実際に補助金を支出して効果

があがっているかどうかの検証は毎年行わ

れているか。また、組合数はどれくらいある

か。 
 
 

【答弁内容】 
平成１７年５月１日現在の数字で、１０７組合、

３７１５世帯、組合員数が５２３８人である。 
納税組合に徴収をお願いしている額が９億８百

万円で、納付率が９９．０８％となっている。  
一方、市税全体では、調定額が１９４億４千万

円ほどになっており、これに対する１６年度末の

徴収率は、９０．５０％となっている。  
従って、取り扱っている税額は２０分の１くら

いだが、９９．０８％という高い納付率であるこ

とから、納税組合は、市税の納付率の向上に貢献

していると考えている。 
【質問】 
納税組合の納付率が１００％でないのは、

何故か。 
 
 

【答弁内容】 
納税組合に加入していても、それぞれの方につ

いて事情があり、なかなか１００％の徴収率には

なっていない。また、１００％、９９％といった

徴収率の結果によって補助金の額を決めるという

方法も廃止されており、なかなか１００％には現

時点でなっていない。 
【意見】 
 民間の発想ではどうなるかというと、 
納税組合は９億円の取り扱いで９９％。一

般の場合が９０％で、徴収率が１０％ほど改

善されている。 
９億円に対しての１０％で９千万円がこ

の制度によって多く入っている。 
これを、だいたい金利３％で借りると２７

０万円。 
納税組合をなくして徴収率が１０％落ち

ても、その分、銀行で借りたほうが、安くて

すむ。こういう発想をしてほしいと思う。 
結論としては、組合があってよかったとい

うことだが、別な見方もできるということを

意見といて申し上げる。 

≪調整結果≫ 
 行政改革の推進にあたり、民間の発想に学び、

より効率的な行政運営にこころがけていきたい。 

【質問】 
 ２５年くらい納税組合長をやっており、今

でも手配り手集めをしているが、納税組合の

必要性を痛感している。 
独居老人の方や、近くの農協や郵便局にも

行かれないという人もおり、今、地域が非常

にすさんで、人と人のつながりがない状況の

中で、お金を準備して待っておられる。 
行政は、口座振替を指導せよということだ

が、私のようにこだわって、手配り手集めで、

想いをもって、こだわってやっているのをや

めて、口座振替を指導しろということなの

か。 

【答弁内容】 
米子市では市税の納付について、口座振替の推

進を行っている。しかし、それぞれの地域によっ

て、これまでの経緯、背景が異なっているので、

それを全部、口座振替にしてくださいと申し上げ

るつもりはない。 
さまざまな形態で納税組合を維持運営しておら

れるので、これをそのまま継続していただいてよ

ろしいのではないかと想う。 
 
 
 

【議事１】 
資料４－２－イ  
 
実施計画案全体に対する質疑 
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【質問・意見】 
第１回委員会で杉谷委員からも質問があっ

たが、実施計画に目標数値が出ていない。 
中期財政見通しでいくと５年間で４５億円

の不足であり、新聞では、１１億円削減とか

記事にも出ている。 
要するに５年間４５億円の大きな目標が掲

げてあるが、実施計画の中には工程表はある

が、それで、どういう数字になるのか。 
実施計画でなく実施構想と言われたが、ま

さにそのとおりではないかと思う。 
 もう一点、市長は１２月議会に同じような

質問が出て、実施計画には財政効果額の目標

数値を設定すると言っている。これもあわせ

て回答をお願いする。 

【答弁内容】 
 数値目標は、現在、策定作業中であり、次回委

員会には間に合うようにする。 
 
  

【質問】 
実施計画の執行をチェックして監督する機

関は、特別に設けられるのか。既存の組織で

されるのか。また数字を決めて達成できなか

った場合、誰が責任をとられるのか。 

【答弁内容】 
行財政改革大綱の実施計画に出した数値目標

のチェックについては、行政改革推進室が進行管

理して、この委員会に報告する。 
≪補足≫ 
できるだけ早く目標を達成できるよう努力し

ていきたい。 
 
 

【質問】 
一般会計と特別会計をあわせた、市全体の

借金はどれくらいあるか。そのうち市民の税

金で返済しなければならない、いわゆる一般

会計になると思うが、その借金はいくらか。

平成１６年度末の実績で教えてほしい。 

【答弁内容】 
平成１６年度の普通会計、いわゆる一般会計と

一部の特別会計を加えた普通会計の地方債残高

は、１６年度末が７６８億１千 5百万円 となっ
ている。 
その中で、税金で返していくのはいくらかとい

うことだが、基本的に地方債については、どの部

分を税金で賄い、どの部分を他の財源で賄うかと

いうことではなく、基本的に一般市費で返済して

いくという考え方である。 
【質問】 
 財政調整基金残高が減少しているというこ

とだが、平成１６年度の決算でどうなったの

か。並びに平成１７年度末の見込みでどのく

らいになるのか教えていただきたい。 
 また、財政調整基金の積立額の決め方は、

単に退職金の積み立てがなくなったというこ

とではなくて、何らかの根拠があって、例え

ば、税金の徴収額の何パーセントを積み立て

るとかいう国からのルールがあるのではない

か。 
 

【答弁内容】 
財政調整基金の状況については、１６年度末の

現在高は４億２千６百万円。１７年度末の見込み

については、現在決算見込みをだしており、既に

１７年度当初予算の段階で基金を１億円崩すと

いう予定にしており、差し引き３億２千６百万円

の現在高になるのではないかと推測している。 
基金の積み立てについて、基本的に財政調整基

金への積み立ては、毎年の剰余金の半額を積み立

てるという目安があるが、近年いろいろな状況が

あり、積み立てされていないという実態である。 
今後の見込みについては、現在、借金が年々、

増えてきており、退職者のピークが近づくという

ことがあるので、そのあたりをにらんで、計画的

な積み立てをしていく必要があろうと考えてい

る。 
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【意見】 
財政調整基金の積み立てが今マイナスにな

ろうとしている。それを何と何をどう抑えて、

改善していったらいいのか。 
この間から市役所の管理職の方が率先して

税金の徴収に走っている。おそらくこれが、

それにつながっていくだろうと私は理解して

いる。 
国が将来、赤字団体になった市や町村につ

いてどういう手段を使うか。 
これは、地方分権で、地方に権限を与えれ

ば、責任も必ず地方がとることになるわけだ

から、米子市でも、そういうことを覚悟して

もらわなければいけない。 
それほどのものを皆さんが、持っておられ

るかどうか。 

≪調整結果≫ 
 地方公共団体の破産法制が検討されているが、

財務状況の悪化が信用力の低下を招き、その結

果、いっそう資金繰りが困難になって、結果とし

て全ての市民サービスに影響が出るというよう

なことは避けなければならず、そのためにも行政

改革を推進していく必要があると認識している。 

【質問・意見】 
ふるさと創生１億円事業というのは、今ど

れくらいの基金が残っているかお聞きした

い。 
また、青少年海外派遣事業は、なかなか米

子から海外に研修に行くというのは難しいと

思われるので個人的には残していただきたい

と思っている。 
文化奨励事業は、団体と個人に３０万円と

１０万円を支払われている事業ではないかと

思うが、賞状と盾ということではなくて、金

額が少なくなっても、かかわっている人たち

が多少なりとも意義をもってできるような環

境を残していただけたらと思っている。 
 

【答弁内容】 
本市は、ふるさとづくり基金という名称で積み

立てを行っている。 
１７年度末残高は、９，１３０万円。 
青少年海外派遣事業は、１億円の基金の果実、

利息を使って続けてきたが平成１３年度くらい

から低金利時代に入り、果実が出なくなり、基金

に食い込いこんで食いつぶしてきた。 
この事業の創設の目的が基金の果実を使って

行うということなので１７年度をもって廃止と

いう考え方である。 
文化奨励賞についても、仕事、作品をきちんと

評価するということで、お金という面では、やは

り財政のことを考えて１７年度をもって廃止す

るという考えである。  
【質問】 
 現在残っている９１３０万円はどういう形

になるのか。これは、ふるさと創生基金で、

地元の活性化とか、教育、育成などのために

使われる基金だと思う。いい内容なので、で

きれば、底がつきるまで使っていただいても

いいのではないかと思う。 

【答弁内容】 
 基金は残し、有効な使途を別途考えていきた

い。 

【質問】 
 現在以上の有効な使途ということか。 

 
 

 

【答弁内容】 
いろいろ使途を考えて、それがベストというこ

とになれば、あらためて再開ということもありえ

るかもしれませんが、当初、この事業を始めると

きにそういう想定でいたので、とりあえず、いっ

たん廃止したい。 
【意見】 
基金の果実を使うという前提を変更するよ

うお願いしたい。 

≪調整結果≫ 
基金のあり方も含めて検討していきたい。 
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【質問】 
定員適正化計画の策定実施で、平成２２年

４月１日までの５年間に５４人以上の人員を

削減ということだが、この間の定年退職者と

新規採用職員の計画は既にたてているか。 
 

【答弁内容】 
５年間の退職予定者数は６６名。 
現在採用を予定しているのが５年間で１２名。 
差し引き５４名の減員ということを予期して

いる。 

【質問】 
事務事業評価をされているが、その結果を

きちんとふまえたうえでの数か。 
 

【答弁内容】 
事務事業評価の結果をふまえるという点もあ

るし、今後予定している現業部門の職員、いわゆ

る技能労務職員の一般事務職への転換というこ

とも来年度以降考えており、それも考えて、採用

を１０人程度に抑えるという考えである。 
【質問・意見】 
農政課のようにいろんな補助金を一括であ

げているところもあれば、他の課では個々の

事業があがっているものもあり、実施計画と

して統一したものになってない。 

≪調整結果≫ 
取組み項目の記載については、まとめて記載で

きるものはまとめるようにしている。 

【質問・意見】 
また、財政課から、全部にかかると思われ

る法令外負担金補助金の整理合理化、あるい

は補助制度の終期設定ということがでてい

る。  
要するにゼロベースから見直すということ

とサンセット方式、何年間で終わるというこ

とが出ているが、これが、個々の事業にどう

いうぐあいに反映されているのか。こういう

書き方ではわかりにくいのではないか。 

【答弁内容】 
財政課の補助金負担金の見直しについては、全

ての補助金負担金にかかってくると考えていた

だいてよい。 
 

【質問・意見】 
事務事業評価の概要については、前回資料

で概略の流れはわかった。 
事務事業評価の結果が、次の年度の予算に

はねかえってくるが、米子市のホームページ

で公表されている平成１６年度の事務事業評

価は２９０本で、そのうち事業の廃止は、６％

弱でほとんどは現状維持である。 
その中で例えば、わずかな補助金に同額に

近い人件費をかけている例や、制度を作って

も、結果的に申請数が少なくて、実績もすく

ない、それに数百万円を出すケースがある。 
それから、数百万円の補助金が、昭和２７

年から５０年以上も継続している。法律が変

わらない限りやめられないという表現もあ

る。 
それから事務事業評価表を見ると、ここ数

年間の活動実績の記載がない。ないにもかか

わらず数千万円の補助金が出ている例があ

る。  
このまま、次の予算を編成されるというの

は、これはいったいどういうことか。 
やはりゼロベースから見直す。そして、時

【答弁内容】 
事務事業評価自体の目的は、一つ一つの事業の

投資的な効果やサービスによってどういった成

果があったかとか、より少ない金額でよりよいサ

ービスをするとか、いろんな目的がある。内容に

よっては、投資額が大きい場合にもやらなければ

ならないものもあり、一つ一つ事情が違ってく

る。 
事務事業評価の制度の概要については、前回、

配布した資料で、ある程度のご理解はいただけた

と思うが、今後、一つ一つの細かい事務事業では

なく、施策評価という形で、本来の施策に対する

効果を、住民に評価をいただいたなかで、効果等

について市民の意見をいただきたいと思ってい

る。 
現在の事務事業評価は、今やっている事業を見

直すという視点でやっている。そういった今回の

事務事業評価の制度の反省もふまえて、今後、政

策施策評価にとりくんでいきたい。 
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限をきめて、そこでもう一度見直す、そうい

うシビアーな姿勢が必要ではないか。  
 
【意見】 
断っておきますが、私、この事業は意味が

ないといっているわけではないが、例えば隣

保館事業については実績がない。 
実績がないから、どうして次の年度に同じ

ような補助金がつくのか、という疑問がある。 
そういった例がまだまだある。 
ただ漠然と、非常に高い経費をかけて事務

事業をやって、それをまた、市が関与しなく

てはならないとか、いろいろな理由はあるで

しょうが、それで、また次の年も延々と事業

を続けていくという姿勢は、現在の非常に窮

屈な財源から見てどうなのか。 
本年度あたり、市民にとっては、たとえば

定率減税は廃止される、あるいは老齢者の控

除がへらされる。市は何千万円かの増収はあ

るかもしれないが、実際に住民の税を払うほ

うとしては、単に既得権ということではなく、

より透明性が必要だ。 
そのために事務事業評価があるなら大いに

活用していかなくてはいけないし、それとは

別の理由で継続していくというなら、それは

それで、はっきり説明責任がいると思う。 
 

≪調整結果≫ 
 隣保館事業は、補助金ではなく、市が直接行っ

ており、実績もある。 
ただし、事務事業評価においては、単純な活動

実績の数値と成果の数値とを別個に記載するよ

うになっており、成果の数値については、記入し

ていない。 
これは、人権施策についての成果の数値を、活

動実績とは別の指標で数値化することが、きわめ

て困難であるという判断からである。 
今後、成果の数値について一定の工夫をして表

現する必要はあると思うが、その記載がなかった

からといって、ただちに事業が不要とは考えてお

らず、必要な説明責任は果たしていきたい。 
なお、行政評価制度については、市民の意見の

反映など、必要な制度改善を図るとともに、予算

編成にあたって、事務事業評価を充分に反映して

いくようにしていきたい。 

【意見】 
 事務事業評価について、ホームページに、
非常に細かい資料がでているが、ホームペー

ジを見る人が何人いるのか。 
見たくとも分からない人がいるかもしれな

い。そういう面も含めていわゆる情報公開と

いう点も、もっともっと更に工夫されたほう

がいいのではないかと思う。 

【答弁内容】 
事務事業評価について、ホームページに掲載し

ているが、本年度は３月末に公表しようと準備し

ている。事業が１０００本程度にもなり、非常に

分かりにくい面はあるかもしれない。 
そういった面で、表示の方法とか、市民に分か

りやすいものにする工夫は、今後していく必要が

あると思っている。 
【質問】 
要保護・準要保護児童生徒就学援助事業の

見直しについてですが、削減前提の見直しだ

と思うが、現在の認定基準、保護準要保護の

児童生徒数、実際にかかる費用はいくらか。 

【答弁内容】 
生活保護世帯の所得の基準の１．３倍を現在の

認定基準にしている。対象者数は、全体の児童生

徒数１万３千５百人の約１５％前後となってい

る。費用については、今、資料をもってきていな

い。 
 

【質問】 
年々増えているのではないか。それで予算

がたりないので、認定基準を変更するという

ことか。 
 

【答弁内容】 
確かに、人数は少しずつふえている。以前は１

３％程度だったが、今は１５％程度になった。 
そのために認定基準を見直しするということ

もあるが、鳥取市と比べても米子市の基準が高い

ということもある。 
鳥取市の基準は、生活保護家庭の基準の 
１．０くらいではなかったかと思う。  
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【意見・要望】 
全体の費用が多くなるから１家庭に対して

の援助が減るのは子供たちにとってはかわい

そうというか、今までどおりの援助を続けて

いただきたいと思う。 
予算の削減ばかりが行財政改革ではないと

思う。 
特に子供たちに対して、もう少し暖かい目

で、せめて現状の対策を続けていただきたい。 

≪調整結果≫ 
 単独扶助事業については、米子市行財政改革大

綱に基づいて、見直しをすすめている。 
 経済的に困窮している子ども達に対しては、学

校教育法第２５条の規定もあり、引続き必要な援

助を行っていく。 
 認定基準の見直しについては、他市の状況を踏

まえて適切な基準を検討する。 
  

【質問】 
行政評価関係にからめて質問するが、行政

相談について、国の機関であれば、鳥取市に

行政評価事務所があり、国の各機関の行政に

対する苦情の処理等をしている。 
米子市の行政にかかわる行政相談の窓口

は、どの程度活用されているのか。 
 

【答弁内容】 
行政相談については、国の行政評価事務所が米

子でも行っており、概ね月に１回行っているが、

実績の数字はもちあわせていない。 
 

【質問】 
米子市の管理下にある各行政部門について

も、行政評価事務所が評価したり相談を受け

たりするということか。 
 

【答弁内容】 
行政相談という形で、国・県・市の行政の苦情

や、どこに行けばいいかといった相談を相談員が

受けて、必要であれば、該当する役所にも問合せ

したりすることはある。 
【質問】 
私が言いたいのは、行政相談員ではなくて、

国の行政評価事務所であれば、その職員が、

各行政機関ごとの間で調整をとるべきこと

や、国民からの苦情などを、ほとんど斡旋調

停に近い形で入っていって、解決をするとい

う機能を果たしているかということです。そ

のような機能が、米子市の中にあるのかどう

か。 

【答弁内容】 
行政評価事務所が、どこまで入ってこられるか

については把握していないので、確認して返事し

ます。米子市には独自のものはない。 

【意見】 
私の記憶では、おそらく総務省の行政評価事

務所は、調停・斡旋を行ううえでは、地方公

共団体の行政には立ち入ることは出来ないこ

とになっているはず。 
こういう機能が、米子市ぐらいの規模の市

であれば、あって怒るべきと考えている。 
年に数件、うちの事務所に話があるが、行

政にかかわる職員や行政から委託を受けてい

る団体職員が、行政活動の一環として、例え

ば市民との交渉する中で、つい先日あったケ

ースでは、自分の副業で行っている連鎖販売

取引を、職務の途中でもちかけるという、こ

ういうケースが年に数件みられる。 
他のケースを考えるともっとあるんじゃな

いかと思う。 
これに対して、国の場合には、行政評価事

務所があるので、そこに持ち込めばいままで

全部解決しているんですが、市内にそういう

ことが発生したときに斡旋調停する機関がな

≪調整結果≫ 
 地方分権という考え方から、基本的には、国は

地方公共団体の自治事務には介入はできないと

いうことから、国の行政評価事務所も、国の業務

や市町村の法定受託事務についての相談を中心

にしているのではないかと考えている。 

 しかし、市町村の自治事務についての相談につ

いても、全く受け付けないというわけではないと

思う。 

 なお、委員のいわれるケースは、信用失墜行為

や職務専念義務に違反すると考えられるので、米

子市においては、そのようなことが発生しないよ

う充分に注意していきたい。 

 また、民間委託先の従業員が行ったケースで

も、市の信用にかかわる事態が発生すれば、必要

な措置はとりたい。 
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いのかどうかということで質問させていただ

いた。 
【意見】 
人員や経費の問題で、自治体がやると非能

率で経費がかかるということから、民間委託

がはじまってきている。 
現状の事務事業の取組みから、米子市でも

民間委託が活発に進んでいると思う。 
それは、結構なことと思うが、そこで考え

ていただきたいのは、民間で、それだけの規

模でできるものが、なぜ市役所でできないの

かということをこれからは考えていただきた

い。その取組みが、今回の市役所の行政改革

のテーマだと、私は考えている。 
ただ単に、費用が安いから民間がいいんだ

ということでとめないで、どうして、自分た

ちの行政というものが、そういうレベルに近

づけないのか。そういう発想が、今回の行政

改革の発想です。 
どうか、立場を一歩変えて、全てのものを

みて取組んでいただくようにお願いしたい。 
 

≪調整結果≫ 
 事務事業の移管や委託だけが、効率化の中身だ

とは考えてはおらず、市の業務全体の効率化につ

いて、組織機構改革や意識改革、目標管理等を絡

めながら推進していきたい。 
  

【意見】 
財政上の理由から民間委託するのが行政改

革だという印象を与えるようなやり方をして

いくと、市民は充分な理解をしないと思う。 
どのように市民に対して説明したらいいか

の留意点として、 
 まず、当然のことだが、行政改革をわかり

やすく、市民に理解が得られるように説明す

る。米子市の財政が悪化していることを明ら

かにしていくと同時に、市民に対してそれを

理解していけるような説明をしていただく。

これが非常に大事。 
それから、市役所のあり方として、いった

い自分たち市役所としては何をやるのか、と

いうことが先に来ないといけない。まず自治

体としてはこういうことをやるから、市民の

皆さんも分かってほしい。協力してほしい。

そういう説明をしてほしい。 
そして、非常に大きな反発がでると思いま

すが、それはあたりまえのことです。だけど、

批判が出ることを受け止めていただき、それ

を避けないようにしていただきたい。批判を

受け止めていただき、住民にいろいろな説明

をして理解を得るという、ねばり。そういっ

たものが、最終的には米子市が自治体として、

市民から信頼を得ることになる。 
だから、ちょっと、これは公開しにくいと

いったことを隠しながらやっていくのではな

く、とにかくオープンにして、そこからスタ

ートしていく。それが情報公開の社会だから。

≪調整結果≫ 
民間委託・民間移管には、もちろん財政上の理

由もあるが、一定のサービスの向上も期待できる

と考えている。 
市民の税金を何に、どのように使っていくのか

は、議会を通じて、市民に決めていただくべきこ

とであり、今後とも、財政状況や行政改革の推進

状況について、資料を公表しながら、わかりやす

い説明に努めていく必要があると認識している。 
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そう言い切るしかない。 
市民も、これからよく勉強して、また、市

民に勉強してもらうためにも、市役所は大い

に情報公開して、話し合いを何百回もすると

か、もちろん、その前には、自治体の皆さん

の意識改革も必要になってくる。 
そういうことを前提として、市政をお願い

したい。 
【質問】 
退職金についての質問です。現在の退職金

の月数は何ヶ月か。できれば、国の月数もお

しえてほしい。それから米子市職員の昇給ス

トップはあるのか。何歳まで、昇給は続くの

か。 
勤続加算とか役職加算が、退職金に加算さ

れるという特別の規程があるのかどうかお聞

きしたい。 

【答弁内容】 
退職金について、今、資料はもってきていない

が、勤続３５年の最高のところで６０月程度と記

憶している。 
それから、職員加算とか勤続加算というお尋ね

があったが、現在の制度は、退職時の給与月額に

勤続年数に対応した数字を掛けるという制度で

す。総務省の制度改正があり、退職前の６０ヶ月

の職務級のランク、つまり課長でやめるとか係長

でやめるとかによって差をつける制度に変えら

れているので、今、職員組合と協議中である。 
≪補足≫ 
支給率等については、国と同じ制度にしてお

り、２０年勤続で２７．３月分、２５年勤続で４

２．１月分、３５年勤続で５９．２８月分となっ

ており、最高の支給月数は、３５年勤続同様の５

９．２８月分です。なお、退職時特別昇給はあり

ません。 

【質問】 
米子ゴルフ場の民間移管で、移管先が決ま

り、福祉事業団の職員も全部雇用することで

決まっているが、賃金とか臨時職員という対

応では困るということで、市長さんが、見直

しお願いするということを新聞紙面でみた。 
今まで赤字になっていた主な原因が、財務

諸表などを見ると、特に人件費にあり、絶対

に人件費に手をつけなければ建て直しはでき

ない。 
行政改革で、民間に移管した場合に、その

あたりは開き直って、委託先にお任せすると

いうことでいいのではないか。 
そういったことは、立場上、難しいのか。

【答弁内容】 
昨日、ゴルフ場のあらたな経営者であるチュウ

ブの社長にきていただき、市長のほうから、先般

の議会の特別委員会の雇用条件の要望という案

件について協議した。 
これからは、半公営という形ではなくて、民間

に移行するので、ある程度の給与水準とか、雇用

の形態というのは大きく変わってくるという認

識はしている。 
ただ、現場の職員にとってみれば、今までの雇

用の条件からすると大きな開きがあり、なかで、

なかなか理解がえられていない。  
今後、チュウブ側の雇用の再提案を作ることに

なっていますので、再度、市長自ら出向いて、理

解をえられるよう、すすめていきたい。 
【意見】 
終わってみると、いままで、人件費が、民

間の給料より、あきらかに、かなり高かった

と思う。 
だから、給料の水準が大きく下がるという

のは民間に委託した時点で、事業団のかたは、

覚悟しておられるはずではないかと思う。 
やはりその甘さというのが、すべての面で、

財政圧迫のもとになっているという気がす

≪調整結果≫ 
 経営が成り立たない状態では、充分な人件費を

確保することが困難であることは充分に認識し

ている。 
 福祉事業団の職員の処遇については、市に新た

な負担が生じない範囲で、必要なお願いをしてい

るところである。  
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る。 
【意見】 
私はゴルフ場の選定委員のひとりですが、

ゴルフ場の経営というのは、本当に難しい経

営であり、今までの福祉事業団のそのままの

給料で雇っていくことは難しいと思う。 
ただ、安心して働けるという条件というこ

とは、考えてあげないといけない部分という

ことで、私も申し上げた。 
ですから給与が下がるとかいう問題じゃな

くて、福祉事業団の職員が安心して働けるよ

うな条件を提示するところに、決めていくべ

きではないかと私は考えている。 

≪調整結果≫ 
 雇用条件については、運営会社にお願いしてい

きたい。 
  

【意見】 
電子入札の実施が平成２１年度の翌年度と

なっていますが、もう少し早くできないか。

いろいろと効果もあると思う。 
 

【答弁内容】 
電子入札システムは、国や都道府県を中心に作

ったコアシステムと、横須賀市が作ったシステム

があり、県がコアシステムを導入する中で 
建設業者が二つのシステムで混乱することを避

けるため、米子市としても、県の導入したシステ

ムと同じものにしていきたい。 
以前、県から、市町村に共同運用をよびかける

という話しでしたが、現在、そういう呼びかけは

ない。 
また、建設関係の入札については、市内優先と

いうことでやっているが、入札件数が非常に減っ

ている。 
電子入札システムを入れるということは、入札

制度を大きく変えていくということを伴わなけ

れば、単に通常の入札の電子化におわってしまう

ので、そのあたりのところを含めて、他の制度改

革の様子をみながら導入していくというのが、担

当課の考えのようだ。 
なお、米子市は、現在、横須賀市が電子入札を

導入する前に行っていた郵便による希望型入札

を行っており、対象は市内業者だけだが、やり方

は電子入札を手作業でやっているような形であ

る。 
【意見】 
今の郵便入札は、落札率は、そんなに落ち

ていないのではないか。一時期はさがりまし

たが、最終的には、またあがってきているの

で、電子入札で効果があるということであれ

ば、早めに導入していただいたほうがいいの

ではないかと思う。 
 

【答弁内容】 
２１年度としているが、条件が整えば、それ以

前に行う。今、はっきりといつ導入するというこ

とがいいにくい状況であり、そのために後ろのほ

うになっている。できる状況がくれば、やってい

く。 
≪補足≫ 
 平成１７年度の工事希望型指名競争入札の状

況は、１８年１月末時点で、１５４件を発注し、

平均落札率は９５．３％となっており、決して、

充分な落札率の状況とは考えていないが、今後と

も、さまざまな制度改革を進める中で、落札率の

低下を図っていきたい。 
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【質問】 
これは、いっせい切り替えですか。 

≪調整結果≫ 
 電子入札への切り替えについては、建設業関連

の入札のみを対象にしているが、切り替え時期に

ついては、一定の試行期間が必要になると考えて

いる。 
 

【質問】 
どういう点で悩んでいるのか。技術的要因

なのか。今後のロードマップがあればいただ

きたい。 

【答弁内容】 
費用対効果についても考えている。ロードマッ

プについては、担当課と相談する。 
≪補足≫ 
鳥取県とのシステムの共同運用の可能性を再

度確認するとともに、入札契約制度全体の改革の

流れの中で、また、入札工事件数や財政状況を勘

案しながら、適切な時期に導入を進めていきた

い。 
【質問】 
給与体系と特殊勤務手当ての二つについ

て、現在の給与体系は、年功分と成績分と、

どういう比率なのか。あるいは年功だけなの

か。 
それと、民間では、いいか悪いかは意見は

分かれるが、だいたい５５歳で定期昇給の昇

給ストップというケースが多いが、市の場合、

どうか。 
また、特殊勤務手当て以外のほかの手当て

は、かなりあるのか。 
 

【答弁内容】 
実態としては、給与体系は、年功による体系に

なっていると認識している。 
それで、今年度の人事院勧告によって、これか

ら職務職責に応じた、いわゆる成績に基づく給与

体系に変えていくということで、給料表のほうも

見直され、さらにこれが人事評価に基づいた成績

による給与体系に変えていくべきだということ

で、この点についても、現在、職員組合に協議し

ている。 
それから、特殊勤務手当ての見直しについて

は、１２月議会に議決いただき、１８年１月から

実施している。 
ほかの手当ての種類として、一般的なものとし

て扶養手当、住居手当、通勤手当などがある。 
【質問】 
勤勉手当というのはないですか。 

【答弁内容】 
いわゆるボーナスの部分で期末勤勉手当が、６

月と１２月にある。 
【質問】 
それは、ボーナスではないのか。 

 

【答弁内容】 
公務員では、期末手当と勤勉手当というふうに

言っている。 
【質問】 
勤勉手当というのは、どういうふうに決ま

るのか。 
 

【答弁内容】 
実態としては、病気で休んだとか、実際の勤務

実態で欠勤状態がある場合に減額するという現

在の運用であり、今後は、人事評価と結びついた

形で検討する。 
【意見】 
民間では、きちんと出勤してあたりまえで

あり、出て勤勉というのは、ちょっとおかし

い。充分に検討していただきたい。 

≪調整結果≫ 
今後は、人事評価と結びついた形のものになる

よう検討していきたい。 

【質問】 
給与体系の年功重視型から成績重視型への

転換ですが、人事院がどのように言っている

か分からないが、課長・部長など管理職の評

価はされるのか。 

【答弁内容】 
そういった点を含めて、今後、検討していきた

いと考えている 
他都市では、相互の評価ということも取り入れ

たりしているので、それも参考にしながらと考え

ている。 
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【質問・意見】 
前回も質問したが地方自治体の人件費は、

国家公務員の給料以上には出てはならないと

いう一つの原則があるようだが、昇給短縮が

あるという話があった。これも３短(※注・・
昇給月の３ヶ月短縮のこと)なのか６短(※
注・・昇給月の６ヶ月短縮のこと)なのか、３
ヶ月に一回、あるいは６カ月に一回か、そう

いう内容とか、それから運用昇短というのか、

いっせい昇短というのか、そこらへんをお聞

きしたい。 
また、ワタリというのがありますよね。3

等級、４等級、５等級、全ての等級について

の完全な通しのワタリなのか。あるいは、何

クラスかだけのワタリになっているのかお聞

きしたい。 
申し上げたいことは、自治省の法律で、こ

れは違反行為であると昭和５０年代から通達

が出ており、それを既に改正しているところ

もあるが、なかなか出来ていないところもな

んですが、なぜ、それがいまだに続いてきた

かということを、もしご回答いただければ、

現状認識になると思います。 
 

【答弁内容】 
最初に国家公務員との比較の目安としては、一

般行政職を比較したラスパイレス指数というも

のがあり、米子市の場合、４月時点でカットが中

断していた関係で１００．７。 
実質的には７月からカットしているので、前年

並みの９７．７程度にはなっているのではないか

と認識している。 
昇給短縮について、実際、国家公務員どおりの

運用をしていれば、１００なら１００という数値

でいくわけですが、若干でも上回っているという

ことは、その間で昇給短縮を実施しているという

ことで、過去の組合との合意事項があり、何等級

の何号のところに、先ほどいわれた３ヶ月短縮と

いった箇所があるために、そういう形になってい

る。 
それからワタリというのが正しい表現かどう

かわからないが、国の場合、それぞれ何級、何級

というのが、ここは係長の職であり、次は課長補

佐の職であるときちんと決まっているが、米子市

の場合は、一つの級に、例えば主任もいれば、係

長もいる、次のクラスでは、係長と課長補佐がい

るという形で、幅がある職務表の決め方になって

いる。 
それで、複数の職があるために、次の等級に、

逆に言うと、国より１級上にいくということがで

きるということで、次の昇格ラインが決まってい

る。それを俗にワタリといっているのかもしれな

いが、そういう形で運用しているのが実態であ

る。 
なお、１７年度の人事院勧告で、新しい格付け

の給料表が提案されているので、それに沿った形

で、正しい運用にしていきたい。 
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【意見】 
少し言い方が悪かったかもしれませんが、

やはりこれは、法律に違反しているというこ

とで、やはり組合にも、なぜそういうことを

既得権として、お互いに、赤信号をわたれば

怖くないということなのかどうわからない

が、その辺は、是非、明確にしていただきた

い。 
それから、今や、一刻を争っているわけで

すから、このあたらしい制度への移行までの

間、賃金を凍結するとか、カットするとか、

踏み込んだ話し合いをもたれるべきじゃない

かという気がします。 
 

【答弁内容】 
その辺もふくめて、事務的に折衝しているとこ

ろである。 
≪補足≫ 
地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、

「国や他の自治体、民間企業の給与などを考慮し

て定める」こととされている。また、各自治体は、

国家公務員制度に準じ、条例及び規則に基づき、

それぞれ決定しており、法律違反となるものでは

ない。 
なお、平成１７年３月に示された国の「地方公

共団体における行政改革の推進のための新たな

指針」において、給与の適正化に関し、不適正な

給与制度・運用については、必要な是正勧告を講

ずるよう助言されたところである。 
また、昨年度の人事院勧告で、給与の年功的上

昇を抑制し、職務・職責と実績を反映する給与構

造の改革が盛り込まれたことを受け、現在、平成

１８年４月からの新たな給与制度の導入を検討

しているところである。 
【要望】 
特殊勤務手当てと一般の手当ての一覧表と

金額をみせていただけますか。 

【答弁内容】 
次回、資料として提出する。 

≪調整結果≫ 
 資料５－１－イを提出します。 
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【意見】 
私が話をするとどうしても既得権を守る形と

いうふうに思われるかもしれないが、決して

そういう思いはない。組合のほうにもやかま

しく言っていきたいと思う。 
今、正社員が、非典型労働者とかパートの

人たちが非常に多いという状況の中で、市役

所は、外からみれば、めぐまれた所だという

ことだと思う。 
昨年、賃金のカットがあったときに、緊急

避難措置ですと、１年間、それがまた、また

がって１８年３月までだということだが、

これからも、そういったことが出てくるおそ

れがあるから、どれくらい赤字が少なくなる

まで、賃金カットするのか。 
まあ、ラスパイレスの関係とかいろいろあ

った。 
いまさら言うこともないと思うが、赤字の

原因は職員の働きがわるかったから今の危機

的状況になったということなら理解するが、

何か財政が厳しいということで、とれるとこ

ろからとっていけと、カットできるところか

らカットしていけと。 
このことが、逆に地方の経済に、役所が賃

金カットされるんだから、うちの会社も当然

カットしてあたりまえだと、そういった所に

結びついて、米子市全体の活性化もなくなっ

てくる。 
あとの項目のところに、職場の活性化をめ

ざすという文言がありますが、賃金は削られ

るし、行革で職員も相当頑張らなければいけ

ない。頑張らなければいけないということは、

私もいっている。市長以下、目の色が変わら

なければ、市民の目は厳しいですよ、税金を

払っているのだから、と。 
一律に、そこらへんのことがストレートに

職員のところに結び付けていくということに

ついては、職員組合との話し合いの中で、そ

の結果で、進んでいっていただきたいと思う。 
 

≪調整結果(案)≫ 
 財源不足を職員給与だけでカバーしようとし
ているわけではない。 
 人事院勧告の動きとも関連するが、基本的に

は、臨時的なカットによらず、もともとの給与体

系を適正化していく必要性があると考えている。 
 行政改革は、民間事業者の参入機会の拡大等に

より、経済の活性化に寄与する部分もあると考え

ている。 

 


